
 

日本地域福祉学会 2018 年度 公開研究フォーラム 

 

「地域共生社会の構築に向けた全世代型 

地域包括ケアと包括的支援体制のあり方を探る」 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

■日時：2019 年 3 月 9 日（土）13：30−17：00 

■会場：法政大学市ヶ谷キャンパス 富士見ゲート棟 2 階 201 教室 

■主催：日本地域福祉学会 地域福祉と包括的相談・支援システム 

研究プロジェクト(研究代表 法政大学 宮城 孝) 

■共催：日本地域福祉学会関東甲信越静ブロック 

          法政大学大学院人間社会研究科 多摩共生社会研究所 
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【プログラム】  

第Ⅰ部 調査研究報告 13:30～15:00 

「市区町村自治体における地域包括ケアと 

包括的支援体制をめぐる全国的な動向」 

進行 宮城 孝氏（法政大学）  コメンテーター 野口定久氏（日本福祉大学） 

① 市町村介護保険者における地域包括ケアシステムの開発に関する調査報告 

東京福祉大学 特任講師  金 吾燮氏 

② 市町村自治体における包括的支援体制の構築に関する調査報告 

文京学院大学 准教授 中島 修氏 

 

     ～休憩～ 

 

第Ⅱ部 シンポジウム 15：10～17:00 

「地域共生社会の構築に向け、いかに地域包括ケアと包括的支援体制 

を築くか ～地域における取り組み事例を通して～」  

 進行 川島ゆり子氏（愛知教育大学）  

コメンテーター 山本美香氏（東洋大学）、熊田博喜氏（武蔵野大学） 

 

【事例報告】 

① 「茅ヶ崎市の地域福祉総合相談室」 

神奈川県茅ケ崎市福祉部福祉政策課 課長補佐 伊藤徳馬氏 

     

       ② 「阪南市における地域共生社会構築への取り組み」 

大阪府阪南市社会福祉協議会 事務局次長 猪俣健一氏 

 

     ③ 「生活困窮者支援の実践から包括的支援体制の構築に向けて」 

島根県雲南市社会福祉協議会 生活支援・相談センター主任 土屋博紀氏 
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法政大学大学院人間社会研究科　地域包括ケアシステム研究プロジェクト

　　　　氏名 　　　所　　　　　　属

①宮城　孝 法政大学大学院人間社会研究科　教授(　（研究代表）

②金　吾燮 東京福祉大学　特任講師

③仁科伸子 熊本学園大学　准教授

④長谷川真司 山口県立大学　准教授

⑤末田千恵 神奈川県立保健福祉大学　専任講師

⑥呉　世雄 宇都宮大学　専任講師

⑦久保寺重行 小田原市役所

⑧高田　麗 茅ヶ崎地区地域包括支援センターゆず　管理者

⑨張　夢瑶 法政大学大学院人間社会研究科人間福祉専攻博士課程

⑩洪　心璐 法政大学大学院人間社会研究科人間福祉専攻博士課程

⑪蘇　暁娜 法政大学大学院人間社会研究科人間福祉専攻博士課程

⑫熊　佳玉 法政大学大学院人間社会研究科人間社会専攻修士課程
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日本地域福祉学会　地域福祉と包括的相談・支援システム研究プロジェクト

　　　　氏名 　　　所　　　　　　属

①宮城　孝 法政大学　　教授 代表（副会長）

②川島ゆり子 愛知教育大学　教授 副代表（理事）

③野口定久 日本福祉大学大学院　特任教授 （理事）

④中島　修 文京学院大学　准教授 ワーキングチーム責任者

⑤熊田博喜 武蔵野大学　教授 ワーキングチーム

⑥倉持香苗 日本社会事業大学　講師 ワーキングチーム

⑦山本美香 東洋大学　教授

⑧仁科伸子 熊本学園大学　准教授

⑨長谷川真司 山口県立大学　准教授

⑩呉　世雄 宇都宮大学　専任講師

⑪大島隆代 早稲田大学　准教授

事務局

高田　麗 茅ヶ崎地区地域包括支援センターゆず　管理者

竹内壮志 駒木野病院　生活医療部ソーシャルワーク科・主任

洪　心璐 法政大学大学院人間社会研究科人間福祉専攻博士課程

山崎禎広 前海老名市役所
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第Ⅱ部 シンポジウム 

「地域共生社会の構築に向け、いかに 

地域包括ケアと包括的支援体制を築くか  

～地域における取り組み事例を通して～」  

  

 

【事例報告】 

① 「茅ヶ崎市の地域福祉総合相談室」 

神奈川県茅ケ崎市福祉部福祉政策課 課長補佐 伊藤徳馬氏 
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   茅ヶ崎市地域福祉総合相談室設置運営事業要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、高齢者、子ども、障害者やその家族等全ての地域住民からの保健福

祉に関する初期相談等に応じる体制を整備するため、茅ヶ崎市地域福祉総合相談室（以

下「福祉相談室」という。）を設置し、身近な地域での分野にとらわれない相談支援機

能の整備と地域福祉の推進を図る事業の実施に関し、必要な事項を定める。 

（事業の内容） 

第２条 この事業は、保健福祉に関する初期相談等の実施にあたり、福祉相談室に福祉相

談支援員を１人ずつ配置し、次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 保健福祉に関する初期相談及び助言等業務。 

(2) 各種保健福祉サービスの紹介及び案内等業務。 

(3) 主訴が明確な相談及び専門性又は制度に関する精通性を要する相談に対する、関係

機関等との連絡調整及び適切な引継業務。 

(4) 主訴が不明確な課題又は重層的な課題がある相談に対する、来室又は家庭訪問等に

よる対応及び関係機関等との連絡調整業務。 

(5) 他の福祉相談室との連携及び調整業務。 

(6) コーディネーター配置事業実施地区にあっては、コーディネーター配置事業に規定

する「地区支援コーディネーター」業務。 

(7) その他、この事業の運営にあたり必要な業務。 

（担当地域） 

第３条 この事業の実施地域は、当該地区の茅ヶ崎市地域包括支援センター（以下「地

域包括支援センター」という。）の担当地域とする。 

（設置） 

第４条 茅ヶ崎市は、福祉相談室を地域包括支援センターの担当地域ごとに原則として１

か所ずつ設置する。 

(1) 茅ヶ崎市は、福祉相談室の設置及び運営に係る業務について、当該地区の地域包括

支援センターを運営する社会福祉法人等の法人に委託するものとする。 

(2) 第１号の規定により委託された法人は、福祉相談室の設置及び運営にあたり、原則

として独立した事務所を設ける等、独立性や公平性を十分に確保しなければならない。 

（職員の配置） 

第５条 福祉相談室に配置する福祉相談支援員は、常勤の職員（福祉相談室の開所日で

ある月曜日から金曜日に開所時間である午前８時３０分から午後５時まで勤務す

る者を言う。）で、次に掲げるいずれかの資格を有する者でなければならない。 

(1) 社会福祉士の資格（保健福祉に関する相談業務に３年以上従事した者に限る。） 

(2) 社会福祉主事の任用資格（保健福祉に関する相談業務に４年以上従事した者に限る。） 

２ 福祉相談支援員は、地域包括支援センターの管理責任者に限り兼務することができる。 

（関係機関等との連携） 

第６条 福祉相談支援員は、地域包括支援センター等の専門相談機関、民生委員児童委員

や地区ボランティアセンター（設置済みの地区に限る。）等の協力者、茅ヶ崎市社会福

祉協議会及び行政機関等と連携・協力し、地域住民の生活課題の解決を図ることに努め

るとともに、福祉相談室が相談支援機能を拡充できるよう努めるものとする。 

（連絡会議） 

第７条 福祉相談室は、第２条第５号に規定する業務の遂行にあたり、福祉相談室相互の

連絡調整を行う会議（以下「連絡会議」という。）を定期的に開催するものとする。 

２ 連絡会議は、福祉相談支援員をもって構成する。 

３ 連絡会議の議長は、福祉相談支援員の互選により定める。 

４ 連絡会議は、必要があると認めるときは、関係機関等の職員等の出席を求め、その意

見又は説明を聴くことができる。 

５ 連絡会議は、本事業の推進及び関係機関等との円滑な連携に必要と認める場合は、関

係機関等の開催する会議等に対し、構成員を派遣することができる。 

６ 連絡会議の庶務は、福祉部福祉政策課において処理する。 

（台帳等の整備） 

第８条 福祉相談室は、この事業の適正な実施を図るため、相談記録票のほか業務に必要

な台帳等を整備し、これを適切に管理しなければならない。 

（市への報告） 

第９条 福祉相談室は市に対し、相談などの活動状況等について定期的に報告するととも

に、活動実績について年１回報告するものとする。 
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(1) 社会福祉士の資格（保健福祉に関する相談業務に３年以上従事した者に限る。） 

(2) 社会福祉主事の任用資格（保健福祉に関する相談業務に４年以上従事した者に限る。） 

２ 福祉相談支援員は、地域包括支援センターの管理責任者に限り兼務することができる。 

（関係機関等との連携） 

第６条 福祉相談支援員は、地域包括支援センター等の専門相談機関、民生委員児童委員

や地区ボランティアセンター（設置済みの地区に限る。）等の協力者、茅ヶ崎市社会福

祉協議会及び行政機関等と連携・協力し、地域住民の生活課題の解決を図ることに努め

るとともに、福祉相談室が相談支援機能を拡充できるよう努めるものとする。 

（連絡会議） 

第７条 福祉相談室は、第２条第５号に規定する業務の遂行にあたり、福祉相談室相互の

連絡調整を行う会議（以下「連絡会議」という。）を定期的に開催するものとする。 

２ 連絡会議は、福祉相談支援員をもって構成する。 

３ 連絡会議の議長は、福祉相談支援員の互選により定める。 

４ 連絡会議は、必要があると認めるときは、関係機関等の職員等の出席を求め、その意

見又は説明を聴くことができる。 

５ 連絡会議は、本事業の推進及び関係機関等との円滑な連携に必要と認める場合は、関

係機関等の開催する会議等に対し、構成員を派遣することができる。 

６ 連絡会議の庶務は、福祉部福祉政策課において処理する。 

（台帳等の整備） 

第８条 福祉相談室は、この事業の適正な実施を図るため、相談記録票のほか業務に必要

な台帳等を整備し、これを適切に管理しなければならない。 

（市への報告） 

第９条 福祉相談室は市に対し、相談などの活動状況等について定期的に報告するととも

に、活動実績について年１回報告するものとする。 
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（調査等） 

第１０条 茅ヶ崎市は、福祉相談室に対し、業務の実施状況について、必要に応じ説明若

しくは報告を求め、又はこれに関する帳簿その他関係書類を閲覧し、調査することがで

きる。 

（研修等） 

第１１条 福祉相談支援員は、定期的に必要な研修を受講する等、自己啓発に努めなけれ

ばならない。 

（秘密保持） 

第１２条 福祉相談支援員は、利用者及び利用世帯等のプライバシーの保護に万全を期し、

業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、

また同様とする。 

（禁止行為） 

第１３条 福祉相談支援員は、業務を行うにあたりその立場を利用して、営利を目的とす

る行為並びに宗教活動及び政治活動をしてはならない。 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、平成２３年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
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